
全数届出の見直しについて

届出の対象を重症化リスクの高い方に限定
９月２６日～

①６５歳以上の方
②入院が必要な方
③重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬・
酸素投与が必要と医師が診断した方

④妊婦の方



保健所からの連絡がない方

・ 基本的には、自宅療養となります。

・症状が悪化した場合等には、
「自宅療養者相談ダイヤル」へご相談
ください。 ※診断時に医療機関から案内


